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消
費
税
軽
減
税
率

事
業
者
向
け
説
明
会

日
時　
11
月
10
日
㈮
午
前
10
時

～
11
時
30
分

場
所　
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

内
容　
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴

う
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
な
ど

　
柏
税
務
署
☎
7
1
4
6
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2
3
2
1
（
内
線
1
7
2
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平
成
29
年
分

年
末
調
整
等
説
明
会

日
時　
11
月
10
日
㈮
午
後
1
時

30
分
～
3
時
30
分

場
所　
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

内
容　
給
与
支
払
者
の
年
末
調

整
の
仕
方
、
法
定
調
書
・
給
与

支
払
報
告
書
の
作
成
と
提
出
方

法
な
ど

　
課
税
課
・
内
線
3
6
5
、

柏
税
務
署
☎
7
1
4
6

－

２
３

２
１
（
内
線
1
8
1
）

我
孫
子
市
公
募
補
助
金

公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ

　
平
成
30
～
32
年
度
の
公
募
補

助
金
に
つ
い
て
、
補
助
金
等
検

討
委
員
会
で
採
択
さ
れ
な
か
っ

た
団
体
が
、
改
め
て
申
請
内
容

を
Ｐ
Ｒ
す
る
公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実
施
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
13
日
㈪
午
前
10
時

～
11
時
※
団
体
の
不
参
加
に
よ

り
中
止
の
場
合
あ
り

場
所　
市
役
所
分
館
1
階
大
会

議
室

　
市
民
活
動
支
援
課
・
内
線

4
8
9

平
成
29
年
度
　
我
孫

子
市
戦
没
者
追
悼
式

日
時
　
11
月
16
日
㈭
午
前
10
時

30
分
～

場
所　
湖
北
地
区
公
民
館

対
象　
戦
没
者
お
よ
び
戦
災
死

没
者
の
遺
族
、一
般
参
列
者
（
申

込
不
要
、
直
接
会
場
へ
）

※
平
服
で
お

越
し
く
だ
さ

い
。

　

社
会
福

祉
課
・
内
線

６
４
９

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
業
務

休
日
開
庁
日

日
時　
11
月
18
日
㈯
午
前
8
時

30
分
～
正
午

場
所　
市
民
課
（
市
役
所
本
庁

舎
1
階
）

受
付
業
務　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
交
付
・
申
請
、
市
役

所
に
郵
送
戻
り
に
な
っ
た
通
知

カ
ー
ド
の
交
付

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
は
任
意
で
す
。

　
市
民
課
・
内
線
4
7
8

騒
音
規
制
法
の
告
示
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
我
孫
子
市
告
示
第
２
５
６
号

で
「
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
特

定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る

騒
音
の
区
域
の
区
分
の
設
定
、

時
間
の
区
分
及
び
区
域
の
区
分

ご
と
の
規
制
基
準
の
設
定
に
つ

い
て
」
の
備
考
欄
を
改
正
し
、

告
示
し
ま
し
た
。
周
囲
お
お
む

ね
50
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域

に
、
基
準
値
を
5
デ
シ
ベ
ル
減

じ
た
値
と
す
る
対
象
施
設
を
増

加
し
、
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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賀
沼
課
☎
７
１
８
５

－

１
４
８
４

　国民健康保険税は、病気やけがなどで医療機関にかかるときに必要な医療費の大切な財
源です。保険税は必ず納期内に納めましょう。
◎お支払いは口座振替が便利です
　保険税を口座振替にすると、「納め忘れがない」「金融機関に行く必要がない」など大変便
利です。取り扱い金融機関や手続方法についてはお問い合わせください。
◎健康保険の重複加入にご注意を
　勤務先の健康保険（社会保険など）に加入した場合やその健康保険加入者の被扶養者と
なった場合は、ご自身で国民健康保険の脱退手続きが必要です。今一度加入している健
康保険をご確認ください。
◎正しい所得を申告しましょう
　国保加入者およびその世帯主の前年中の所得が一定の基準以下（※）の場合、保険税の
均等割・平等割が軽減されます。軽減の判定は前年中の所得金額で行うため、所得がない
場合でも申告が必要です。
※7割軽減『33万円以下』、5割軽減『33万円＋（27万円×被保険者数と特定同一世帯所
属者数の合算数）以下』、2割軽減『33万円＋（49万円×被保険者数と特定同一世帯所属者
数の合算数）以下』
◎保険税の滞納にご注意を
　納期限を過ぎて納付する場合は、延滞金が加算されることがあります。また、保険税の
滞納が続くと、保険証の有効期限が短くなったり、医療費が一時的に全額自己負担となっ
たりします。さらに、財産の差し押えなどで強制徴収されることもあります。特別な事情
により保険税の納付が困難な場合は、早めの納税相談をお願いします。

　国保年金課・内線354（賦課）、912（納付）

11月は「ちば国保月間」

　今年の市内火災は、22件発生しています（10月1日現在）。火災は、放火やもらい火に遭わ
ない工夫や暖房器具の取り扱い、たばこの不始末など、一人一人が暮らしの中で注意をすれ
ば防げるものです。尊い生命や財産を奪う悲惨な火災を出さないために『火の用心』を心掛け
ましょう。
◎消防フェア
日時　11月12日㈰午前10時～午後3時
場所　アビイクオーレ1階エントランス（イトーヨーカドー我孫子南口店）
内容　防火ポスター表彰式（午後1時30分～）・入賞作品展（期間…11月9日㈭～15日㈬）、
防火防災アンケート調査、くじ引きによる防火防災啓発品の配布
◎住宅用火災警報器の点検をしましょう
　住宅用火災警報器の設置は、全ての住宅に義務付けられています。ま
だ設置していない住宅は、大切な命や財産を守るため設置しましょう。
すでに住宅用火災警報器を設置している場合でも、電池切れが生じてい
るものもあります。また、設置から10年以上経過している場合は、劣化
により火災を感知しないものもあり、本体を交換することが望ましいと
されています。※消防職員が住宅用火災警報器を販売することはあり
ません。不適切な訪問販売にご注意ください。

　消防本部予防課☎7181−7702

『火の用心 ことばを形に 習慣に』11月9日～15日　
秋季全国火災予防運動

◎
国
民
健
康
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険
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、
後
期
高
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者
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療
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険
料
、
介
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保
険
料

　
平
成
29
年
中
の
納
付
額
を
記
載

し
た
「
納
付
済
確
認
書
」
を
、
平

成
30
年
1
月
下
旬
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（
付
）

義
務
者
に
送
付
し
ま
す
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確
定
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告
、
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・
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い
。
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。
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日
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年
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険
料
控
除
証
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」

ま
た
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収
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。
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社
会
保
険
料
控
除
の
た
め
の
証
明
書

種別 発送者 納付方法 発送時期

国民年金保険料 日本年金
機構

金融機関納付・口座振
替分

11月上旬※10月以降初めて
納付する方は2月上旬

国民健康保険税、
後期高齢者医療保
険料、介護保険料

日本年金
機構

特別徴収分（年金天引
き） 平成30年1月下旬～2月上旬

我孫子市 窓口納付・口座振替分 平成30年1月下旬

納付を証明する書類の発送時期

確
定
申
告

人権擁護委員が法務大臣表彰を受賞
　人権擁護委員は、市長が推薦し法務大臣が委嘱するボランテ
ィアで、市では、現在8人の委員が人権相談や啓発活動に日々
取り組んでいます。このうち、永年にわたり人権擁護活動に尽
力された蒲

が ま

田
だ

知子さんと中嶋康貴さんが、その業績をたたえら
れ、10月16日に法務大臣から表彰状が授与されました。
　蒲田さんは、平成16年7月に就任（現在5期目）。柏人権擁護
委員協議会副会長や同協議会我孫子部会長を務め、組織の中枢
として活躍中です。中嶋さんは、平成18年7月に就任（現在4期
目）。柏人権擁護委員協議会常務委員、同協議会および千葉県
人権擁護委員連合会の子ども人権委員として、主に子どもの人
権擁護活動や広報活動で活躍されています。
　人権相談は原則毎月第4木曜日に行っていますので、お気軽
にご相談ください（予約優先）。

　社会福祉課・内線432
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